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１ 指定口座を変更する場合の届け出のお願い
　 　高額療養費などは、一度振込先の口座登録をすると、情報が自動的に引き継がれ、その都度登録手続きをし

ていただく必要はありません。しかし、近年、過去に登録した口座を変更（解約など）したにもかかわらず、変
更の届出をしないことにより、お振り込みができないケースが増えています。一度登録した口座を変更した場
合は、上記問合せ先へ届け出くださいますようお願いいたします。

２ 高額療養費上限額の変更について
　　平成30年８月より70歳以上の皆様の高額療養費の上限額が変わります。

３ 高額介護合算療養費上限額の変更について
　　平成30年８月より70歳以上の皆様の高額介護合算療養費の上限額が変わります。

※1 同じ世帯で同じ保険者に属する者　※2〈　〉は、４回目の該当から負担額を抑える「多数回該当」

※1 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※2　 対象世帯に70～74歳と70歳未満が混在する場合、まず70～74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未

満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用。
※3 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

区　分 限度額 （世帯※1）外来（個人）

現役並み

課税所得
145万円以上

57,600円

80,100円＋
（医療費総額－267,000円）

╳1％
〈44,400円〉※2

一　般
課税所得

145万円未満

14,000円
年間上限
14.4万円

57,600円
〈44,400円〉※2

低所得Ⅱ
住民税非課税

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ
住民税非課税

（所得が一定以下）
15,000円

区　分 70歳以上 ※2

現役並み

課税所得
145万円以上

67万円

一　般
課税所得

145万円未満 ※1
56万円

低所得Ⅱ
住民税非課税

31万円

低所得Ⅰ
住民税非課税

（所得が一定以下）
19万円 ※3

区　分 限度額 （世帯※1）外来（個人）
現役並みⅢ

課税所得
690万円以上

252,600円＋
（医療費総額－842,000円）╳1％

〈140,100円〉※2
現役並みⅡ

課税所得
380万円以上

167,400円＋
（医療費総額－558,000円）╳1％

〈93,000円〉※2
現役並みⅠ

課税所得
145万円以上

80,100円＋
（医療費総額－267,000円）╳1％

〈44,400円〉※2
一　般
課税所得

❶❹❺万円未満

18,000円
年間上限
14.4万円

57,600円
〈44,400円〉※2

低所得Ⅱ
住民税非課税

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ
住民税非課税

（所得が一定以下）
15,000円

区　分 70歳以上 ※2

現役並みⅢ
課税所得690万円以上 212万円

現役並みⅡ
課税所得380万円以上 141万円

現役並みⅠ
課税所得145万円以上 67万円

一　般
課税所得145万円未満

※1
56万円

低所得Ⅱ
住民税非課税 31万円

低所得Ⅰ
住民税非課税

（所得が一定以下）
19万円 ※3

［参考］70歳未満 ※2

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

〈現行（平成30年７月診療分まで）〉

〈現行（平成30年７月診療分まで）〉

〈平成30年８月診療分から〉

〈平成30年８月診療分から〉

細分化＋
上限引き上げ

据え置き

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ 問  役場町民課保険年金係 内  1312
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　平成30年度より国民健康保険制度が見直され、市町村はこれまで個別に保険税負担額を計算し
てきましたが、今後は県に納付金を納めることになります。県の示す事業費納付金納付額及び標準
保険料率を参考に、それぞれの保険税算定方法や目標収納率に基づき保険税率・税額を定め、保険
税を賦課・徴収することとなったため、次のとおり税率・税額改正を行います。

１　税率・税額
　〈改正前：平成29年度まで〉

　　　➡
　〈改正後：平成30年度から〉

　〈比較増減〉

２　軽減措置
　世帯の合計所得が一定の条件を満たした場合、保険税の均等割と平等割が軽減されます。

　　※ 同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含め
ます。

　　※世帯員に未申告の人がいる世帯は、軽減の対象にはなりません。

所得割 資産割 均等割 平等割 限度額

医　療　分 9.43% 34.0% 31,200円 33,600円 54万円

介　護　分 2.97% 7.20% 12,000円 9,000円 16万円

後期支援分 3.15% 19.0% 9,600円 10,800円 19万円

所得割 資産割 均等割 平等割 限度額

医　療　分 9.31% 34.0% 23,400円 25,800円 58万円

介　護　分 2.49% 7.20% 12,000円 9,000円 16万円

後期支援分 2.75% 19.0% 9,600円 10,800円 19万円

所得割 資産割 均等割 平等割 限度額

医　療　分 △0.12% 0.00% △7,800円 △7,800円 4万円

介　護　分 △0.48% 0.00% 0円 0円 0万円

後期支援分 △0.40% 0.00% 0円 0円 0万円

軽減区分 軽　減　基　準　所　得　金　額

７割軽減 33万円以下

５割軽減 33万円＋27.5万円×人数（被保険者数※）以下

２割軽減 33万円＋50.0万円×人数（被保険者数※）以下

国民健康保険税率・税額の改正について
問  役場税務課課税係 内  1212
問  役場町民課国民健康保険係 内  1312
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　〈国保税の試算例〉
　　 夫（43歳）、妻（41歳）、子ども（10歳と8歳）の４人世帯で、夫の前年中の所得額150万円、固定

資産税額２万円、妻の所得額35万円の場合
　　　世帯主　150万円－33万円（基礎控除）＝117万円①
　　　　妻　　135万円－33万円（基礎控除）＝112万円②
 　　　　　　　　　賦課総所得……119万円（①＋②）　※均等割、平等割が２割軽減
　①医療分（0～74歳）
　　◦所得割…119万円×9.31%＝110,780円
　　◦資産割…2万円×34.0%＝6,800円
　　◦均等割…（23,400円×4人）－（23,400円×4人×20％）＝74,880円
　　◦平等割…（25,800円×1世帯）－（25,800円×1世帯×20％）＝20,640円
　　◦小　計…110,780円＋6,800円＋74,880円＋20,640円＝213,100円
　②介護分（40～64歳）
　　◦所得割…119万円×2.49%＝29,630円
　　◦資産割…2万円×7.20%＝1,440円
　　◦均等割…（12,000円×2人）－（12,000円×2人×20％）＝19,200円
　　◦平等割…（9,000円×1世帯）－（9,000円×1世帯×20％）＝7,200円
　　◦小　計…29,630円＋1,440円＋19,200円＋7,200円＝57,400円
　③後期支援分（0～74歳）
　　◦所得割…119万円×2.75%＝32,720円
　　◦資産割…2万円×19.0%＝3,800円
　　◦均等割…（9,600円×4人）－（9,600円×4人×20％）＝30,720円
　　◦平等割…（10,800円×1世帯）－（10,800円×1世帯×20％）＝8,640円
　　◦小　計…32,720円＋3,800円＋30,720円＋8,640円＝75,800円

　◎平成30年度国民健康保険税額…346,300円（①＋②＋③）

　〈改正前の税額：平成29年度まで〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　※100円未満切捨

　　　➡
　〈改正後の税額：平成30年度から〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　※100円未満切捨

　※ 改正前の税率で計算した税額と比較すると、医療分で△32,600円、介護分で△5,700円、後期
支援分で△4,800円、年税額で△43,100円となります。

医療分 介護分 後期支援分 年税額計
所 得 割 112,210円 35,340円 37,480円

389,400円
資 産 割 6,800円 1,400円 3,800円
均 等 割 99,840円 19,200円 30,720円
平 等 割 26,880円 7,200円 8,640円
年 税 額 245,700円 63,100円 80,600円

医療分 介護分 後期支援分 年税額計
所 得 割 110,780円 29,630円 32,720円

346,300円
資 産 割 6,800円 1,440円 3,800円
均 等 割 74,880円 19,200円 30,720円
平 等 割 20,640円 7,200円 8,640円
年 税 額 213,100円 57,400円 75,800円
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先
の
大
戦
に
お
い
て
亡
く
な
ら

れ
た
方
々
を
追
悼
し
平
和
を
祈
念

す
る
た
め
「
平
成
30
年
度
中
泊
町

戦
没
者
追
悼
式
」
を
、
次
の
と
お

り
行
い
ま
す
。

■
日
時

　

８
月
31
日
㈮　

午
前
11
時
か
ら

■
場
所

　

 

慰
霊
碑
前（
中
央
公
民
館
横
）

　

※ 

雨
天
時
は
、
中
央
公
民
館
大

ホ
ー
ル

■
参
加
申
込
み
締
切

　

８
月
３
日
㈮

■
そ
の
他

　

 

中
泊
町
遺
族
会
会
員
は
、
申
し

込
み
不
要
。

　

給
与
所
得
者（
従
業
員
）の
個
人

住
民
税
は
、
地
方
税
法
の
規
定
に

よ
り
、
給
与
支
払
者（
事
業
主
）が

給
与
か
ら
特
別
徴
収（
天
引
き
）に

よ
り
納
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
西
北
地
域
２
市
５

町
と
西
北
地
域
県
民
局
県
税
部
で

は
、
原
則
と
し
て
全
て
の
事
業
主

に
特
別
徴
収
を
行
っ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は

　

所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、

事
業
主
が
従
業
員
に
代
わ
り
、
毎

月
支
払
う
給
与
か
ら
個
人
住
民
税

を
天
引
き
し
、
納
入
し
て
い
た
だ

く
制
度
で
す
。

　

た
だ
し
、
個
人
住
民
税
の
特
別

徴
収
は
、
市（
町
）が
従
業
員
ご
と

の
税
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、

所
得
税
の
源
泉
徴
収
の
よ
う
な
税

額
計
算
や
年
末
調
整
の
手
間
が
か

か
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
従
業
員
に
は
、
納
め
忘

れ
が
な
く
、
納
期
が
年
12
回
の
た

め
普
通
徴
収
の
年
４
回
に
比
べ
て

１
回
当
た
り
の
納
付
額
が
少
な
く

な
る
と
い
っ
た
納
税
の
便
宜
を
図

る
目
的
が
あ
り
ま
す
。

　

自
動
車
事
故
で
重
度
の
後
遺
症

が
残
っ
た
人
や
、
亡
く
な
っ
た
人

の
ご
家
族
を
救
済
す
る
た
め
、
次

の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

◆
介
護
料
支
給
制
度

・
支
給
対
象
者
自
動
車
事
故
に
よ

り
、
脳
・
せ
き
髄
・
胸
腹
部
臓
器

に
重
度
の
後
遺
症
が
残
り
、
日
常

生
活
に
お
い
て
常
時
・
随
時
介
護

が
必
要
な
人

・
支
給
額

　

月
額
２
９
，２
９
０
円

　
　
　

〜
１
３
６
，８
８
０
円

　
（
障
害
の
程
度
に
応
じ
て
支
給
）

◆
交
通
遺
児
等
生
活
資
金
貸
付

・
貸
付
金
額（
無
利
息
）

　

一
時
金（
貸
付
時
）

　
　

１
５
５
，０
０
０
円

　

貸
付
期
間
中

　
　

１
０
，０
０
０
円

※ 

小
・
中
学
校
に
入
学
さ
れ
る
お

子
様
を
対
象
に
入
学
支
度
金

（
４
４
，０
０
０
円
）の
貸
付
を

行
っ
て
い
ま
す（
希
望
者
の
み
）。

・
対
象
者
…
０
歳
〜
中
学
３
年
生

・
貸
付
要
件

　

 
市
町
村
民
税
が
非
課
税
、
ま
た

は
均
等
割
の
み
課
税
な
ど

・
返
還

　

 

原
則
と
し
て
20
年
以
内
の
月
々

均
等
払
い（
進
学
・
病
気
な
ど

に
よ
る
猶
予
制
度
あ
り
）

◆ 

交
通
事
故
被
害
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

 

交
通
事
故
に
あ
い
、
相
談
先
に

お
困
り
の
人
へ
各
サ
ー
ビ
ス
の

案
内
を
し
て
い
ま
す
。

　

０
５
７
０

－

０
０
０
７
３
８

　
　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

Ｉ
Ｐ
電
話
の
場
合
は

　

０
３

－

６
８
５
３

－

８
０
０
２

◆
そ
の
他

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
て

い
ま
す
。

　

http://w
w
w.nasva.go.jp

■
試
験
日
時

　

10
月
17
日
㈬　

14
時
〜

　

受
付
13
時
30
分
〜
13
時
50
分

■
試
験
会
場

　

 

青
森
市
、
弘
前
市
、
五
所
川
原

市
、
八
戸
市

■
受
験
手
数
料

　

 

８
，０
０
０
円（
別
途
振
込
手
数
料
）

■
受
験
申
込
受
付

　

７
月
２
日
㈪
〜
７
月
31
日
㈫　

　

 

平
日
の
み
上
下
水
道
課
下
水
道

係
で
申
込
書
を
配
布
、
受
付
。

■
そ
の
他

　

 

受
験
資
格
に
一
定
の
要
件
が
あ

り
ま
す
の
で
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

■
合
格
発
表
…
11
月
８
日
㈭

　平成30年８月１日は国民健康保険証（以下、保険証）の一斉更新日です。新しい保険証は７月20日頃に町民課
保険年金係から世帯主宛に簡易書留で郵送されます。　配達時に不在の場合は、不在票が投函されるため、案内
に従って受け取ってください。
※ ７月31日になっても受取や不在票の確認ができない場合は役場町民課または小泊支所窓口までお問合せくだ

さい。なお、古い保険証は８月１日以降に裁断して破棄するか、役場町民課または小泊支所窓口へ返還してく
ださい。

※国民健康保険税を滞納している場合は、保険証は郵送されません。
※出稼ぎなどで長期間、現住所を不在にする場合は、郵便局で郵便物転送の手続きをしてください。

町
戦
没
者
追
悼
式
を
行
い
ま
す

１
５
１
６

内

役
場
福
祉
課
福
祉
係

問個
人
住
民
税
特
別
徴
収

の
お
知
ら
せ

1
2
1
２

内

役
場
税
務
課

問

自
動
車
事
故
被
害
者

救
済
制
度
の
お
知
ら
せ

独
立
行
政
法
人　
自
動
車
事
故
対
策

機
構　
青
森
支
所

問
0
1
7︵
7
3
9
︶0
5
5
2

☎

排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
試
験
の
お
知
ら
せ

役
場
上
下
水
道
課
下
水
道
係

問︵
⓹柒
︶２
３
５
０

☎

国民健康保険証の一斉更新について 問  役場町民課保険年金係 内  1314・1316
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.

　

小
泊
少
年
少
女
発
明
ク
ラ
ブ
で

は
、
指
導
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

ク
ラ
ブ
会
員
の
対
象
は
小
学
校

４
年
生
〜
中
学
校
３
年
生
で
す
。

ク
ラ
ブ
会
員
と
一
緒
に
実
験
、
も

の
作
り
な
ど
を
通
し
て
科
学
や
発

明
の
楽
し
さ
を
共
有
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

　

特
別
な
知
識
や
資
格
な
ど
は
不

要
で
す
。
子
ど
も
と
関
わ
る
こ
と

が
好
き
な
人
は
大
歓
迎
で
す
。

　

詳
し
く
は
、
問
合
わ
せ
先
ま
で
。

　

職
場
に
お
け
る
熱
中
症
で
亡
く

な
る
人
は
毎
年
全
国
で
10
人
以
上

に
の
ぼ
り
、
県
内
で
は
平
成
27
年

に
１
人（
建
設
業
）、
平
成
29
年
に

１
人（
農
業
）が
い
ず
れ
も
草
刈
り

作
業
後
に
死
亡
し
て
い
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
で
は
「
Ｓ
Ｔ
Ｏ

Ｐ
!
熱
中
症　

ク
ー
ル
ワ
ー
ク
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
!
」
を
展
開
し
、
職

場
に
お
け
る
熱
中
症
予
防
対
策
の

徹
底
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

◆ 

糖
尿
病
︑
高
血
圧
症
な
ど
の
基

礎
疾
患
が
あ
る
人
は
特
に
注
意

◆
熱
中
症
予
防
対
策
の
ポ
イ
ン
ト

・ 

暑
さ
指
数
計
で
暑
さ
指
数
を
測

り
ま
し
ょ
う

・ 

暑
さ
指
数
が
高
い
と
き
は
作
業

を
中
断
し
た
り
、
こ
ま
め
に
休

憩
を
取
り
ま
し
ょ
う

・ 

定
期
的
に
水
分
、
塩
分
を
取
り

ま
し
ょ
う

・ 

前
日
の
飲
み
す
ぎ
、
睡
眠
不
足

に
注
意
し
て
、
当
日
の
朝
食
を

き
ち
ん
と
取
り
ま
し
ょ
う

・ 

少
し
で
も
異
変
を
感
じ
た
ら
、

た
め
ら
わ
ず
に
病
院
へ
運
ぶ
か
、

救
急
車
を
呼
び
ま
し
ょ
う

＊ 

詳
し
く
は
「
ク
ー
ル
ワ
ー
ク
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
」
で
検
索

　

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
で

は
、
事
業
者
を
対
象
に
、
働
き
方

改
革
の
趣
旨
を
理
解
し
て
い
た
だ

く
と
と
も
に
、
労
働
時
間
制
度
の

知
識
を
十
分
に
持
っ
て
、
労
務
管

理
を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目

的
と
し
た
説
明
会
を
開
催
し
て
い

ま
す
。

■
日
時
…
７
月
24
日
㈫

 
 
 
 

14
時
か
ら
15
時
30
分

■
場
所
… 

五
所
川
原
合
同
庁
舎
１

階
共
用
会
議
室

■ 

参 

加
申
込
先
…
五
所
川
原
労
働

基
準
監
督
署
ま
で

※ 

参
加
ご
希
望
の
人
は
、
必
ず
事

前
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

■
入
寮
資
格

　

 

保
護
者
が
青
森
県
民
で
東
京
都

ま
た
は
近
郊
の
大
学
、
専
修
学

校
に
在
学
、
入
学
見
込
み
の
男

子
学
生

■
場
所

　

 

東
京
都
小
平
市
鈴
木
１
丁
目

1
0
3

－

１

■
部
屋
・
設
備

　
 

個
室（
ベ
ッ
ド
、
机
、
エ
ア
コ

ン
備
え
付
け
）

■
申
込
み

　

 
問
合
わ
せ
先
ま
で
。
も
し
く
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

　

 http:/syougakukai.w
ixs

　

ite.com
/aom

ori-ryo

　

勉
強
で
わ
か
ら
な
い
所
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

　

宿
題
や
教
材
な
ど
、
勉
強
し
た

い
も
の
を
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象

　

小
学
４
年
生
〜
中
学
３
年
生

■
時
間

　
　

18
時
〜
20
時

■
回
数

　
　

月
２
回（
年
間
20
〜
25
回
）

■
参
加
費

　
　

無
料

■
申
込
み
・
そ
の
他

　

申
込
み
は
問
合
せ
先
ま
で
。

　

 

具
体
的
な
日
時
・
場
所
は
後
日

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

青
森
県
の
農
業
を
応
援
す
る
補

助
労
働
力
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

県
で
は
、
農
作
業
未
経
験
者
の

講
習
の
場
「
青
天
農
場
」
を
設
置

し
ま
し
た
。
農
業
に
関
心
が
あ
り
、

少
し
で
も
働
い
て
み
た
い
と
思
う

県
民
の
皆
さ
ん
は
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
い
情
報
は
問
合
せ
先
、
ま

た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
。

　

http://w
w
w.pref.aom

ori.

　

lg.jp/sangyo/agri/roudo

　
uryokubusoku-00.htm

l

　町では新しい種類の野菜と果物の産地化に向けて、役場庁舎となりの畑で試験栽培
を行っています。今取り組んでいるのは、生で食べられ希少価値の高い白いトウモロ
コシ「ピュアホワイト」、種がなく皮ごと食べられる黄緑色のブドウ「シャインマス
カット」、そして、甘味が強くハートの形をしたサクランボ「ジュノハート」です。
この試験栽培をもとに、誰もが新しい野菜や果物の栽培に取り組めるような環境を整
えて、出荷・販売はもちろん、新しい加工商品の開発にも取り組んで参ります。
畑の見学はいつでも大歓迎です。また試験栽培の様子は「広報なかどまり」と農政課
公式Facebookで紹介していきます。

〈農政課通信〉　試験栽培、はじめました 問  役場農政課 内  1813・1814

指
導
員
大
募
集
！

小
泊
少
年
少
女
発
明
ク
ラ
ブ
事
務
局 

佐
藤

問
０
９
０︵
６
７
８
０
︶９
１
４
８

☎熱
中
症
予
防
対
策
を

徹
底
し
ま
し
ょ
う
！

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署

問︵
叅⓹
︶２
３
０
９

☎

労
働
時
間
制
度
の

説
明
会
を
開
催

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署

問︵
叅⓹
︶２
３
０
９

☎

青
森
県
学
生
寮入寮

生
募
集

青
森
県
育
英
会
奨
学
会

問
０
１
７︵
７
３
４
︶９
８
７
９

☎

青
天
農
場
で
農
作
業
を

学
ん
で
み
ま
せ
ん
か

西
北
地
域
県
民
局

問︵
叅⓹
︶５
７
１
９

☎

学
習
講
習
会
を
行
い
ま
す

教
育
委
員
会
総
務
学
務
課

問
１
９
３
２

内
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○
寄
付
金
額
１
万
円

〈
愛
知
県
稲
沢
市
〉

　

鵜　
飼　
弘　
幸 

様

〈
茨
城
県
つ
く
ば
市
〉

　

高　
橋　
　
　
宏 
様

〈
神
奈
川
県
横
浜
市
港
〉

　

河　
野　
晃　
広 
様

〈
東
京
都
渋
谷
区
〉

　

青　
山　
正　
宏 

様

〈
兵
庫
県
三
田
市
〉

　

田　
中　
良　
和 

様

〈
愛
知
県
名
古
屋
市
〉

　

内　
田　
　
　
武 

様

〈
東
京
都
中
央
区
〉

　

溝　
口　
哲　
史 

様

〈
東
京
都
品
川
区
〉

　

平　
塚　
　
　
豊 

様

〈
福
岡
県
福
岡
市
〉

　

友　
納　
恵　
子 

様

〈
東
京
都
大
田
区
〉

　

前　
川　
久　
登 

様

〈
東
京
都
武
蔵
野
市
〉

　

赤　
沼　
泰　
彦 

様

〈
埼
玉
県
東
松
山
市
〉

　

三　
上　
　
　
隆 

様

〈
千
葉
県
柏
市
〉

　

荒　
井　
英　
昭 

様

〈
東
京
都
目
黒
区
〉

　

有　
賀　
正　
和 

様

〈
京
都
府
京
都
市
〉

　

森　
本　
雄
一
朗 

様

〈
神
奈
川
県
相
模
原
市
〉

　

河　
本　
　
　
力 

様

〈
東
京
都
練
馬
区
〉

　

伊　
　
　
孟　
丹 

様

〈
愛
知
県
豊
田
市
〉

　

高　
橋　
清　
徳 

様

〈
京
都
府
八
幡
市
〉

　

西　
口　
泰　
夫 

様

〈
東
京
都
港
区
〉

　

秀　
平　
恵　
里 
様

〈
東
京
都
板
橋
区
〉

　

柳　
　
　
博　
一 

様

〈
神
奈
川
県
横
浜
市
〉

　

阿　
部　
新
治
郎 

様

〈
青
森
県
青
森
市
〉

　

珍　
田　
敬　
三 

様

〈
東
京
都
八
王
子
市
〉

　

佐　
藤　
光　
男 

様

〈
東
京
都
新
宿
区
〉

　

丸　
崎　
　
　
玲 

様

〈
東
京
都
足
立
区
〉

　

小　
松　
　
　
典 

様

〈
北
海
道
札
幌
市
〉

　

坂　
本　
善　
哉 

様

〈
京
都
府
京
都
市
〉

　

大　
野　
泰　
子 

様

〈
神
奈
川
県
藤
沢
市
〉

　

菊　
地　
誠　
次 

様

〈
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
〉

　

牧　
原　
晃　
子 

様

〈
徳
島
県
徳
島
市
〉

　

木　
下　
雅　
宏 

様

〈
神
奈
川
県
川
崎
市
〉

　

田　
口　
　
　
靖 

様

〈
青
森
県
十
和
田
市
〉

　

海　
津　
敏　
世 

様

〈
兵
庫
県
中
央
区
〉

　

竹　
内　
理　
沙 

様

〈
静
岡
県
富
士
市
〉

　

鈴　
森　
瑞　
穂 
様

〈
神
奈
川
県
横
須
賀
市
〉

　

大　
野　
敏　
弘 

様

〈
大
阪
府
和
泉
市
〉

　

長　
島　
　
　
亮 

様

〈
千
葉
県
松
戸
市
〉

　

山　
本　
　
　
明 

様

○
寄
付
金
額
1
万
5
千
円

〈
神
奈
川
県
湯
河
原
町
〉

　

松　
本　
征
之
助 

様

〈
愛
知
県
名
古
屋
市
〉

　

平　
野　
秀　
夫 

様

〈
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
〉

　

人　
見　
恵　
吏 

様

○
寄
付
金
額
１
万
７
千
円

〈
東
京
都
豊
島
区
〉

　

山　
田　
富
士
男 

様

○
寄
付
金
額
2
万
円

〈
神
奈
川
県
横
浜
市
〉

　

嵯　
峨　
泰　
介 

様

〈
東
京
都
渋
谷
区
〉

　

市　
川　
　
　
香 

様

〈
千
葉
県
流
山
市
〉

　

豊　
島　
弘　
道 

様

〈
愛
知
県
名
古
屋
市
〉

　

村　
野　
寿　
久 

様

〈
北
海
道
札
幌
市
〉

　

小　
川　
博　
司 
様

〈
東
京
都
杉
並
区
〉

　

小　
林　
正　
信 

様

〈
神
奈
川
県
川
崎
市
〉

　

長
谷
屋　
　
　
諒 

様

〈
大
阪
府
八
尾
市
〉

　

濵　
田　
裕　
介 

様

〈
茨
城
県
取
手
市
〉

　

後　
藤　
光　
元 

様

〈
岐
阜
県
御
嵩
町
〉

　

籠　
谷　
昭　
吾 

様

○
寄
付
金
額
3
万
円

〈
静
岡
県
磐
田
市
〉

　

佐　
藤　
隼　
輔 

様

〈
埼
玉
県
所
沢
市
〉

　

吉　
浦　
　
　
徹 

様

〈
神
奈
川
県
川
崎
市
〉

　

窪　
田　
隆　
一 

様

○
寄
付
金
額
5
万
円

〈
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
〉

　

木　
内　
信
太
郎 

様

〈
愛
知
県
大
治
町
〉

　

森　
部　
富
美
代 

様

〈
東
京
都
中
央
区
〉

　

中　
西　
千　
華 

様

〈
東
京
都
国
立
市
〉

　

藤　
原　
涼　
輔 

様

〈
東
京
都
練
馬
区
〉

　

北　
島　
秀　
樹 

様

〈
愛
知
県
一
宮
市
〉

　

前　
田　
不
二
子 

様

〈
東
京
都 

江
東
区
〉

　

安　
達　
　
　
剛 

様

○
寄
付
金
額
9
万
円

〈
東
京
都
大
田
区
〉

　

外　
崎　
淳　
一 

様

○
寄
付
金
額
10
万
円

〈
神
奈
川
県
横
浜
市
〉

　

古　
川　
伸　
也 

様

○
寄
付
金
額
15
円

〈
千
葉
県
柏
市
〉

　

廣　
岡　
隆　
明 

様

○
寄
付
金
額
16
万
円

〈
北
海
道
札
幌
市
〉

　

土　
山　
　
　
晃 

様

生
ま
れ
育
っ
た
町
で
す
。
活
気
あ

る
町
が
続
い
て
い
く
よ
う
頑
張
っ

て
く
だ
さ
い
。

頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。

有
機
栽
培
を
す
る
農
家
を
応
援
し

て
い
ま
す
。

元
気
な
町
、
中
泊
‼　
応
援
し
て

い
ま
す
‼

応
援
し
て
い
ま
す
。
が
ん
ば
っ
て

く
だ
さ
い
。

美
味
し
い
食
べ
物
を
育
む
豊
か
な

自
然
を
守
っ
て
い
っ
て
下
さ
い

昨
年
、
初
め
て
ね
ぶ
た
を
見
に
行

っ
た
折
り
、
青
森
県
内
を
車
で
回

り
ま
し
た
。
津
軽
の
果
物
の
お
い

し
さ
に
感
動
し
ま
し
た
。

中
泊
町
の
繁
栄
と
町
民
の
皆
さ
ま

の
平
和
を
祈
り
ま
す
。

中
里
高
校
の
卒
業
生
で
す
。
少
し

で
も
高
校
の
お
役
に
立
て
ば
幸
い

で
す

が
ん
ば
っ
て
く
だ
さ
い
。

今
年
も
応
援
し
て
い
ま
す
‼

ふるさと納税 ありがとうございました
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■職種・採用予定人数

　　【注意】採用予定人員は、退職者の状況などにより変更する場合があります。
■試験日・試験内容・受付期間
　⑴ 第１次試験

　⑵ 第２次試験
　　　論文、個別面接試験など
　　　【注意】詳細は、第１次試験の合格者に通知します。
■受験申込書の入手方法
　 　・町役場総務課及び小泊支所で配布します。
　　・町ホームページ（http://www.town.nakadomari.lg.jp）からダウンロードできます。
■受験申込書提出先…上記の受付期間内に提出してください。
　　・直接持参…役場総務課庶務係へ提出
　　・郵送… 封筒の表面に「受験申込書在中」と赤字で書き、次の宛先に提出（配達記録郵便など確実な方法を使用し

てください）
　　　　〒⓪❸❼－⓪❸❾❷　中泊町役場　総務課庶務係　※郵便番号と中泊町役場総務課庶務係名のみで届きます。
■その他…詳細については、受験申込書入手時の「平成30年度中泊町職員採用試験実施要項」で確認してください。

職　種 採用予定人数 受　　験　　資　　格

中級行政職
（一般事務）

１人程度 平成３年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた者

職　種 試 験 日 試験場所 試験内容 受 付 期 間

中級行政職
（一般事務）

平成30年
 ９月16日㈰

青森市内
（受験者に
通知します）

教養試験
各種検査 平成30年７月27日㈮まで

平成叅0年度  町 職 員 採 用 試 験

中
泊
町
、
進
化
中
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　炊事や洗濯を行っている時、濡れた手で電気器具に触れることが
あります。
　水に濡れた手で電気に触れると、電気が流れやすく危険です。濡
れた手では、電気器具に触れないようにしましょう。
　また、池のポンプにはアースと漏電ブレーカーを必ず取り付けて
使用しましょう。

◆ 身近な河川の水位などをチェックしましょう
・  「河川砂防情報提供システム」では、国・県・

気象庁が観測している雨量・河川水位・ダ
ム情報などを確認できます。

　 早めの情報収集、避難準備を心掛けましょ
う。

URL：http://www.kasensabo.bousai.pref.aomori.jp/

◆ ご家庭のテレビで、河川の水位と雨量が確認できます
　「地上デジタル放送」の「データ放送」で、
河川防災情報（水位や雨量）をわかりやすく、
リアルタイムにご家庭のテレビで確認でき
るようになりました。

・操作方法は至って簡単。
　 　ＮＨＫ総合にチャンネルを合わせ、テ

レビのリモコンの「ｄボタン」を押して、
TOPメニューの「防災・安心情報」を
選び、決定ボタンを押して「河川水位・
雨量」を選択します。

東北電気保安協会からのおしらせ
８月は電気使用安全月間です

河川砂防課からのお知らせ

問  東北電気保安協会 ☎  （34）3555

問  青森県土整備部 河川砂防課 企画・防災グループ ☎  017（734）9662
問  西北地域県民局地域整備部 河川砂防施設課 ☎  0173（34）2111

濡れた手で電気器具には触れないで！

大雨洪水に備えて……河川防災情報を提供しています

防災・安心情報
を選ぶ

dボタン
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広 告
五所川原塗装工業会会員

藤 一 美 装
（代表） 藤 田 一 哉

登録建設塗装基幹技能者

つがる市森田町月見野300－3　つきみの団地37
電話0173－26－4341　携帯080－6001－1760

ペンキの
お化粧屋

一級建築塗装技能士
一級鋼橋塗装技能士
職業訓練指導員
外壁アドバイザー

※1、2カ月先の予約・来年の塗装予約もOK！

☆試験案内および受験申込書
　 ８月10日㈮までの平日８：30～17：15　消防本部総務課および

各消防署（金木、市浦、鶴田、中里、小泊）で配布。
☆受付期間……８月10日㈮まで
☆試験に関する問合せおよび申し込み
　　消防本部総務課　☎ 35－4382（内線1010・1011）

　毎年８月はお盆や帰省などで、可燃（燃
やせる）ごみの増加が見込まれるため、
８月６日～❶❻日までの期間、中里地域の
可燃ごみ収集を週に２回行います。
　収集日程は下記のとおりです。

★３つの「きる」へのお願い
　 家庭における食品ロスの削減、生ごみ減

量化に向け、『食材を使い「きる」』、『料
理を食べ「きる」』、『生ゴミの水気を「き
る」』の３つの「きる」にご協力をお願
いします。

　 また、決められた曜日の地区の収集が終
わってから収集するため、収集時間が遅
くなります。ご迷惑をおかけしますがご
了承ください。

★ごみ出しについてのお願い
○ 決められた収集日以外の日や収集後、収

集場所以外の所にごみを出さないでくだ
さい。

○ ごみを入れる指定袋には、必ず町内名と
氏名を書いて出してください。

○ 燃えるごみ、燃えないごみ、資源ごみは
混合しないで分別して出しましょう。

○ 決められた収集日・時間に出しましょう。

ごみの
種　類

収集
曜日 収　集　地　区　名

可
　
　
燃
　
　
ご
　
　
み

月曜日
①→②

と

水曜日
②→①

　 派立上・中・下、五林、
① 宮川、中里バイパス、
　 宮野沢、さわやか団地
　 もみじ団地
　 富野、豊島、芦野、田
② 茂木、長泥、豊岡上・下、
　 福浦、竹田

火曜日
③→④

と

木曜日
④→③

　 向町上・下、深郷田上・
③ 下、八幡、八幡団地、
　 大沢内、二タ見
　 尾別、上・下高根、
④ 薄市上・下、今泉上・下、
　 若宮

試験
職種

採用予
定人員 受　　験　　資　　格 試験の日時・場所・内容

消
防
職 

Ⓐ

４
人
程
度

⑴ 　昭和63年４月２日から平成13
年４月１日までに生まれた者で高
等学校卒業以上の学歴を有する者

　 または平成31年３月に高等学校
卒業見込の者

⑵ 　採用時において、消防職Ⓐにあ
っては五所川原市に、消防職ʙに
あっては鶴田町に居住できる者

⑶　身体が健全であること

⑷ 　視力（矯正視力を含む。）が両眼
で0.8以上かつ一眼で0.5以上で
あること

　 　赤色、青色及び黄色の色彩の識
別ができること

⑸ 　自動車運転免許の普通免許（オ
ートマチック車限定を除く。以下
同じ。）を所持している者または採
用の日までに普通免許を取得でき
る者（ただし、平成31年３月に卒
業見込の者は、採用後１年以内に
普通免許を取得できる者。）で、採
用後５年以内に大型免許を取得で
きる者

第１次試験
☆日時
　　９月16日㈰
　　　９時～
☆場所… 消防本部
☆内容
　①教養試験
　②消防適性検査
　③体力測定

第２次試験（予定）
☆日時
　　10月14日㈰
☆場所
　消防職Ⓐ
　　　…消防本部
　消防職ʙ
　　　…鶴田町役場
☆内容
　　①作文試験
　　②面接試験

消
防
職 

ʙ

１
人
程
度

問  役場環境整備課衛生係 内  1912

８月（お盆期間）の
可燃ごみ収集のお知らせ平成３０年度

五所川原地区消防事務組合
職員の募集
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　「けし」の仲間には、麻薬成分が含まれ法律で植え
ることが禁止されているものがあります。県内で見つ
かる「植えてはいけないけし」の約半数が、五所川原
保健所管内で発見されています。
　花の色は、赤、ピンク、薄紫があり、花の形も様々
ですが、八重咲のけしは特徴的で、「ポピー」や「ひ
なげし」とは大きく異なります。また茎や葉は「キャ
ベツの葉のような白味を帯びた緑色」、「ほとんど毛が
ない」のが特徴です。
　五所川原保健所では不正けしの拡大を防止するため、
定期的に管内を巡回しています。このような「植えて
はいけないけし」を発見した際は、下記まで連絡をお
願いします。「植えてはいけないけし」の抜去、処分
にご協力をお願いします。
　五所川原保健所ホームページでは、カラーで見るこ
とができます。（五所川原保健所「けし」の見分け方　
で 検 索。）http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/
kenmin/go-hoken/keshi.html

　町社会福祉協議会では、次のとおり法律相談を開
催します。
　借金・離婚・相続・労働問題などあらゆる法律相
談に応じます。
　相談内容は秘密保持いたしますので、お気軽にお
いでください。　
■日時…８月17日㈮ 午前９時から正午まで
■場所…中央公民館
■相談員…坂田綜合法律事務所
　　　　　　弁護士　坂田勝幸　氏
■定員… ６人までの予約制です。事前に電話で予約

してください。
■予約締切日…８月10日㈮
　※ ただし、予約締切日以前に定員に達した場合は

締め切らせていただきます。
■相談料…無料

　平成30年度中泊町敬老会を、次のとおり開催します。また、当日の顕彰者の申請を受
付します。
■日時…９月15日㈯
■場所…中泊町総合文化センター「パルナス」
■対象…老人クラブ会員、９月15日現在65歳以上の人
■顕彰対象者（当日、顕彰される人）
　　○88歳長寿者
　　　昭和４年９月16日から昭和５年９月15日の間に生まれた人
　　　（88歳長寿者は申請の必要がありません。該当する人には後日通知します。）

　　○婚姻50年　金婚夫婦
　　　昭和42年９月16日から昭和43年９月15日までに婚姻入籍した夫婦
　　　●８月16日までに役場福祉課または小泊支所までご連絡ください。
　　○婚姻60年　ダイヤモンド婚夫婦
　　　昭和32年９月16日から昭和33年９月15日までに婚姻入籍した夫婦
　　　●８月16日までに役場福祉課または小泊支所までご連絡ください。

■その他
　　 　過去に「婚姻50年金婚夫婦」、「婚姻60年ダイヤモンド婚夫婦」に申込まなかった
人も８月16日までに役場福祉課または小泊支所までご連絡ください。

けしの不正栽培について法律相談の開設のお知らせ
問  五所川原保健所 ☎  34－2108問町社会福祉協議会　中里支所 ☎  57－4841

小泊支所 ☎  64－2905

平成30年度　敬 老 会 開 催
問  小泊支所 ☎  64－2111問  役場福祉課 内  1512
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い理解、福祉や健康、日々の暮らしなどに関する知識を、楽しく分かりやすく学んでいただくため、地
域に出向き『出前講座』を行っています。
■利 用できる人…町内に在住、在勤、在学する人。少人数からでも受付いたします。
■利 用日と時間…受講を希望する人のご都合に合わせます。土・日曜日、祝日は相談に応じます。時間

は、講座内容に応じて、約30分～60分ほどです。
■会場の準備…受講希望者にご用意していただきます。
■利用料金…講師料は無料。ただし会場使用料や実習の材料費は受講者に負担いただきます。
■申 込方法…受講希望日の１ヶ月前までに地域包括支援センターまで連絡してください。
■出 前講座メニュー例
　　★認知症を学ぼう
　　　　～認知症ともの忘れの違い、認知症予防の方法をご紹介します。
　　★介護予防のヒントを知る
　　　　～年齢を重ねても元気に過ごせるためのヒントをご紹介します。
　　★認知症になっても自分らしく暮らすために
　　　　～高齢者虐待・悪質商法から身を守る・財産を守る方法をご紹介します。
　　★介護技術を体験してみよう
　　　　～元気なうちに介護に見て・触れる機会を提供します。

夏の風物詩　金魚ねぶたをつくろう‼
　紙の貼り付けから色付けまでを行って素敵な金魚ネブタをつくりましょう。自分で作った金魚ねぶた
はいつまでも、世界にたった一つの思い出の物です。
■日　　時……７月25日㈬ ～ 27日㈮　午後７時～午後８時30分
■場　　所……中央公民館
■対　　象……どなたでも　親子での参加も大歓迎
■募集人数……10人
■受 講 料……金魚ねぶた　１個300円
■申込締切……７月17日㈫
■申込み先……中央公民館（電話にて受付け）

本革を使って、オリジナルな小物入れをつくろう‼
　「革を学ぼう！ 革で遊ぼう」をテーマにキッズレザープログラムを開催します。本物の「革」を使っ
て、オリジナルのブレスレットや小物入れなどを作ってみませんか？　革の色や形を活かして、あなた
もアーティストの仲間入り！？　夏休みの工作にもオススメです。
■日　　時……７月27日㈮　午前９時～午前11時45分
■場　　所……中央公民館
■対　　象……中学生以下 　親子での参加も大歓迎です。
■募集人員……20人程度
■参 加 料……１人300円 （親子参加500円）
■申込締切……７月17日㈫
■申込み先……中央公民館（電話にて受付け）

問  地域包括支援センター ☎ 57－3601 FAX 57－3602
地域包括支援センター『 出 前 講 座 』 のお知らせ

問中央公民館 ☎  57－2341中央公民館からのお知らせ
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